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一
口
に
市
町
村
合
併
と
い
っ
て
も
、
何
が
ど
う
い

う
手
順
で
行
わ
れ
る
の
か
、
法
定
合
併
協
議
会
と
か

合
併
特
例
債
と
か
い
っ
た
言
葉
を
耳
に
す
る
が
、
何

の
こ
と
な
の
か
。
実
は
、
市
町
村
合
併
の
ス
キ
ー
ム

（
仕
組
み
）に
つ
い
て
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
危
惧
も
あ
る
。

　

は
じ
め
に
、
お
さ
ら
い
の
つ
も
り
で
、
基
本
的
な

合
併
ま
で
の
手
順
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
た
い
。

　

合
併
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、「
地
方
自
治
法
」
お

よ
び
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」（
通

称
、
合
併
特
例
法
）
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
合
併
ま

で
の
概
略
の
流
れ
は
次
ペ
ー
ジ
の
図
に
示
す
と
お
り

で
あ
る
。

◆
合
併
協
議
会
設
置
の
準
備
段
階

　

法
律
の
定
め
に
よ
る
合
併
に
関
す
る
協
議
は
法
定

合
併
協
議
会
の
設
置
に
よ
っ
て
ス
タ
ー
ト
す
る
。

　

そ
れ
以
前
に
、
行
政
側
で
は
、
当
該
市
町
村
内
に

庁
内
研
究
会
を
設
け
た
り
、
関
係
市
町
村
間
の
助
役

や
課
長
に
よ
る
協
議
の
場
を
設
け
る
。
ま
た
、
市
町

村
議
会
側
で
は
、
議
会
内
に
合
併
検
討
特
別
委
員
会

等
を
設
け
た
り
、
関
係
市
町
村
議
会
議
員
有
志
で
検

討
会
を
設
け
た
り
す
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
経
て
、
市
町
村
長
、
議
長
、
議

員
、
学
識
経
験
者
、
経
済
団
体
代
表
、
住
民
代
表
、

都
道
府
県
職
員
等
に
よ
る
任
意
の
合
併
協
議
会
を
設

置
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

◆
法
定
合
併
協
議
会
で
の
検
討

　

任
意
の
合
併
協
議
会
は
法
律
に
よ
っ
て
設
置
が
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
法
律
上
は

法
定
合
併
協
議
会
の
設
置
が
必
要
で
あ
る
。

　

法
定
合
併
協
議
会
は
、
合
併
の
是
非
も
含
め
て
合

併
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
項
を
自
由 
闊
達 
に
検
討
す

か
っ
た
つ

る
場
で
あ
る
。
ま
た
、
法
定
合
併
協
議
会
を
設
置
す

る
た
め
に
は
、
合
併
関
係
市
町
村
議
会
の
議
決
が
必

要
で
あ
る
。

　

法
定
合
併
協
議
会
で
検
討
さ
れ
る
事
項
は
、
概
ね

二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。

　

一
つ
は
、
合
併
に
関
す
る
協
定
項
目
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
、
合
併
の
方
式
、
合
併
の
期
日
、
新
市
町

村
の
名
称
、
新
市
町
村
の
事
務
所
の
位
置
（
以
上
を

基
本
四
項
目
と
言
う
）、
議
員
定
数
と
任
期
、
条
例
等

の
取
り
扱
い
、
各
種
使
用
料
・
手
数
料
の
取
り
扱
い

等
々
、
合
併
後
の
市
町
村
に
関
す
る
〝
約
束
事
〞
で

あ
る
。

　

最
近
の
新
聞
紙
面
で
、「
市
町
村
合
併
」
の
文
字
が
躍
ら
な
い
日
は
希
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
、
全
国
は
も
と

よ
り
県
内
に
お
い
て
も
大
き
な
〝
話
題
〞
と
な
っ
て
い
る
観
が
あ
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
言
え
ば
「
市
町
村
合

併
」
と
は
、
市
町
村
行
政
組
織
の
統
合
で
あ
っ
て
、
本
来
、
そ
れ
以
上
の
何
も
の
で
も
な
い
。
民
間
会
社
の

合
併
が
日
常
茶
飯
の
今
日
に
お
い
て
、
組
織
の
統
合
が
そ
れ
ほ
ど
珍
し
か
ろ
う
は
ず
は
な
い
の
だ
が
、
行
政

組
織
が
地
域
づ
く
り
や
地
域
住
民
の
生
活
に
根
深
く
関
わ
っ
て
き
た
我
が
国
に
お
い
て
は
、「
市
町
村
合
併
」

は
極
め
て
特
異
な
意
味
を
持
つ
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。「
市
町
村
合
併
」
に
よ
っ
て
日
常
生
活
に
ど
の
よ
う
な

影
響
が
あ
る
の
か
、
不
安
を
感
じ
る
方
も
あ
る
の
で
は
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、「
平
成
の
大
合
併
」
と
称
さ
れ

る
今
回
の
「
市
町
村
合
併
」
の
持
つ
意
味
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
考
察
し
、「
市
町
村
合
併
と
は
何
な
の
か
」

を
問
う
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
、「
特
集　

市
町
村
合
併
を
考
え
る
」
の
着
意
で
あ
る
。
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二
つ
目
は
、「
市
町
村
建
設
計
画
」の
策
定
で
あ
る
。

「
建
設
計
画
」
と
い
う
と
、
ハ
コ
モ
ノ
計
画
の
よ
う
に

と
ら
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
建

設
」
と
は
、「
ま
ち
づ
く
り
」
の
意
味
で
あ
り
、
ハ
ー

ド
・
ソ
フ
ト
両
面
の
振
興
整
備
を
含
む
幅
広
い
概
念

で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
市
町
村
建
設
計
画
」
と
は
、
合

併
後
の
市
町
村
の
「
ま
ち
づ
く
り
」
の
基
本
方
針
、

根
幹
と
な
る
事
業
、
公
共
的
施
設
の
整
備
方
針
、
財

政
計
画
等
を
定
め
る
も
の
で
、「
合
併
に
よ
っ
て
、
こ

の
よ
う
な
地
域
を
造
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
た
め
の

計
画
が
こ
れ
で
す
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

◆
合
併
の
申
請

　

法
定
合
併
協
議
会
に
お
い
て
合
併
協
定
項
目
の
内

容
が
固
ま
り
「
合
併
協
定
書
」、「
市
町
村
建
設
計
画
」

が
策
定
さ
れ
、
合
併
関
係
市
町
村
に
よ
っ
て
合
併
協

定
書
に
調
印
が
な
さ
れ
る
と
、
直
ち
に
合
併
申
請
の

手
続
き
に
入
る
。

　

合
併
申
請
の
手
続
き
は
、概
ね
以
下
の
順
で
進
む
。

①
市
町
村
議
会
に
よ
る
合
併
議
案
の
議
決

②
都
道
府
県
知
事
へ
の
申
請

③
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
総
務
大
臣
と
の
協
議
・

　

同
意

④
都
道
府
県
議
会
に
よ
る
議
決

⑤
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
合
併
の
決
定

⑥
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
総
務
大
臣
へ
の
届
出

⑦
総
務
大
臣
に
よ
る
告
示

◆
合
併
を
決
め
る
の
は
誰
か
？

　

合
併
の
検
討
、
手
続
き
を
進
め
て
い
く
中
で
、
法

定
合
併
協
議
会
が
果
た
す
役
割
は
、
合
併
に
関
す
る

あ
ら
ゆ
る
事
項
を
検
討
・
議
論
す
る
場
と
い
う
意
味

で
、
極
め
て
大
き
い
。
と
こ
ろ
で
、
同
協
議
会
を
設

置
す
る
た
め
に
は
、
議
会
議
員
の
賛
同
（
議
決
）
が

必
要
で
あ
る
か
ら
、
事
実
上
、
合
併
の
検
討
を
す
る

か
否
か
の
決
定
権
は
議
会
議
員
に
あ
る
と
言
っ
て
差

し
支
え
な
い
。

　

ま
た
、
合
併
協
定
書
に
調
印
後
、
都
道
府
県
知
事

に
対
し
て
合
併
の
申
請
を
す
る
た
め
に
は
、
合
併
関

係
市
町
村
の
各
議
会
に
よ
る
合
併
議
案
の
議
決
を
経

る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
点
で
も
議
会
議
員
の

判
断
が
可
否
を
決
す
る
こ
と
と
な
る
。こ
の
よ
う
に
、

議
会
議
員
に
託
さ
れ
た
役
割
と
責
任
は
極
め
て
重

い
。 

市町村合併の手続きの概要

［合併関係市町村］� ［都道府県知事］� ［総務大臣］�

合併協議会の設置及び協議�

Ａ市� Ｂ町�

Ａ市� Ｂ町�

Ａ市議会の議決� Ｂ町議会の議決�

Ａ市議会の議決� Ｂ町議会の議決�

合併協定項目の協議�

市町村建設計画に係る協議�

合併の申請及び処分�

合併に関する事前協議等�

合併協議会の設置�

合併（廃置分合）効力の発生�

届出の受理�

届　　出�

告　　示�

報告の受理�

報告の受理�

協　議�

回　答�

都道府県の議決�

合併（廃置分合）�
の決定�

※上記の協議と同意は市の廃�
　置分合の場合のみ�

市町村建設計画の作成または変更�

Ａ市� Ｂ町�合併の申請書の作成�

申請書受理� 協　　議�

同　　意�
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地
方
交
付
税
は
、
国
の
「
交
付
税
及
び
譲
与
税
配

付
金
特
別
会
計
」
を
通
じ
て
各
地
方
公
共
団
体
に
交

付
さ
れ
る
。
そ
の
財
源
は
、
国
税
と
し
て
徴
収
さ
れ

た
税
収
の
一
定
割
合
（
所
得
税
の
三
二
％
、
法
人
税

の
三
五
・
八
％
、
消
費
税
の
二
九
・
五
％
、
酒
税
の
三

二
％
、
た
ば
こ
税
の
二
五
％
）
で
あ
る
。
地
方
交
付

税
の
総
額
の
う
ち
六
％
は
、
特
別
・
臨
時
の
財
政
需

要
に
対
応
す
る
た
め
の
「
特
別
交
付
税
」
と
し
て
別

枠
と
な
っ
て
お
り
、
大
部
分
（
九
四
％
）
は
「
普
通

交
付
税
」
と
し
て
、
各
地
方
公
共
団
体
の
財
源
不
足

額
に
応
じ
て
配
分
さ
れ
る
。
各
地
方
公
共
団
体
に
配

分
さ
れ
る
普
通
交
付
税
は
、
団
体
ご
と
に
「
基
準
財

政
需
要
額
」
と
「
基
準
財
政
収
入
額
」
が
算
定
さ
れ
、

財
源
不
足
額
の
場
合
の
み
交
付
さ
れ
る
（
図
１
）。

　

最
近
の
市
町
村
合
併
の
動
き
は
明
治
、
昭
和
の
大

合
併
に
次
ぐ
第
三
の
大
合
併
と
な
っ
て
い
る
。
市
町

村
が
合
併
す
れ
ば
規
模
が
大
き
く
な
っ
た
分
、
財
政

基
盤
が
強
化
で
き
る
。
し
か
し
、国
の
税
収
が
減
り
、

国
が
配
分
す
る
地
方
交
付
税
交
付
金
の
減
少
は
避
け

ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
市
町
村
は
行
政
組
織
の
合
理

化
を
迫
ら
れ
、
合
併
を
選
び
始
め
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
地
方
交
付
税
交
付
金
は
、
二
〇
〇
〇
年
度
の

二
一
兆
七
千
七
百
六
十
四
億
円
を
ピ
ー
ク
に
減
少
に

転
じ
、
今
年
度
は
十
九
兆
五
千
四
百
四
十
九
億
円
に

な
る
。

　

財
政
面
で
市
町
村
合
併
に
関
す
る
最
大
の
特
徴
は

地
方
交
付
税
制
度
改
革
と
セ
ッ
ト
で
市
町
村
合
併
が

推
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

◆
地
方
財
政
措
置
の
あ
ら
ま
し

　

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
合
併
を
行
っ

た
市
町
村
に
つ
い
て
の
合
併
特
例
法
に
基
づ
く
地
方

財
政
措
置
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
、
合
併
に
対
す
る
新
た
な
特
別
交
付
税
措
置

　

合
併
年
度
ま
た
は
そ
の
翌
年
度
か
ら
三
カ
年
に
わ

た
り
、
①
合
併
を
機
に
行
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
施
設

整
備
、
総
合
交
通
計
画
の
策
定
な
ど
新
た
な
ま
ち
づ

く
り
②
公
共
料
金
の
格
差
是
正
③
公
債
費
負
担
の
格

差
是
正
④
土
地
開
発
公
社
の
経
営
健
全
化
等
の
合
併

後
の
需
要
を
、
特
別
交
付
税
に
よ
り
包
括
的
に
措
置

す
る
。

二
、
合
併
移
行
経
費
に
対
す
る
財
政
措
置

　

合
併
関
係
市
町
村
が
速
や
か
な
一
体
性
の
確
立
を

図
る
た
め
、
合
併
前
に
要
す
る
電
算
シ
ス
テ
ム
統
一

等
の
経
費
に
つ
い
て
特
別
交
付
税
措
置
を
す
る
。

三
、
都
道
府
県
の
合
併
支
援
経
費
に
対
す
る
財
政
措

置

　

合
併
後
の
市
町
村
が
行
う
事
業
に
対
し
て
都
道
府

県
が
交
付
す
る
補
助
金
・
交
付
金
等
、
特
別
交
付
税

措
置
を
講
ず
る
。

四
、
合
併
準
備
経
費
に
対
す
る
財
政
措
置

　

合
併
協
議
会
へ
の
負
担
金
、
合
併
に
向
け
て
の
啓

発
事
業
等
の
合
併
準
備
経
費
に
つ
い
て
特
別
交
付
税

措
置
を
講
ず
る
。

五
、
普
通
交
付
税
額
の
算
定
特
例
（
合
併
算
定
替
）

　

合
併
年
度
及
び
こ
れ
に
続
く
十
カ
年
は
、
合
併
関

係
市
町
村
が
合
併
前
の
算
定
に
よ
る
交
付
税
額
の
合

算
計
額
を
下
回
ら
な
い
よ
う
に
算
定
し
、
そ
の
後
の

五
カ
年
で
当
該
算
定
に
よ
る
増
加
額
を
段
階
的
に
縮

減
す
る
。

六
、
合
併
市
町
村
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
建
設
事
業

等
に
対
す
る
財
政
措
置（
市
町
村
合
併
特
例
事
業
）

　

合
併
後
十
カ
年
は
合
併
を
行
っ
た
市
町
村
の
建
設

計
画
に
基
づ
く
特
に
必
要
な
事
業
の
経
費
に
つ
い
て

は
、
特
例
地
方
債
（
合
併
特
例
債
）
を
充
当
（
充
当

率
九
五
％
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の

元
利
償
還
金
の
七
〇
％
に
つ
い
て
普
通
交
付
税
措
置

を
講
ず
る
。
た
だ
し
、
上
下
水
道
事
業
及
び
病
院
事

業
に
係
わ
る
出
資
及
び
補
助
は
一
〇
〇
％
充
当
す

る
。　
　

七
、
合
併
重
点
支
援
地
域
に
お
け
る
公
共
施
設
整
備

事
業
等
に
対
す
る
財
政
措
置
（
市
町
村
合
併
推
進

事
業
）

①
市
町
村
事
業

　

合
併
重
点
支
援
地
域
に
お
い
て
関
係
市
町
村
が
広

域
的
に
行
う
公
共
施
設
の
整
備
事
業
に
地
方
債
を
充

当
（
九
〇
％
）、
元
利
償
還
金
の
五
〇
％
を
普
通
交
付

税
措
置
と
す
る
。

伊藤　忠明

特集　市町村
合併を考える

その ２

地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地
方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方
交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交
付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付
税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税
制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制
度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度
改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改
革革革革革革革革革革革革革革革革革革革革革革革革革革革革革革革革革
ととととととととととととととととととととととととととととととととと
セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセ
ッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッ
トトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト
ののののののののののののののののののののののののののののののののの
合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合
併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併

―
税
源
の
確
保
な
ど
地
方
財
政
の
自
立
も
必
要
―
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②
都
道
府
県
事
業

　

合
併
重
点
支
援
地
域
に
お
い
て
都
道
府
県
が
行
う

交
通
基
盤
の
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
計
画
策
定
後
十

カ
年
は
地
方
債
を
充
当
（
九
〇
％
）、
元
利
償
還
金
の

五
〇
％
を
普
通
交
付
税
措
置
と
す
る
（
以
上
、
図
２

参
照
）。

八
、
合
併
直
後
の
臨
時
的
経
費
へ
の
財
政
措
置

　

五
カ
年
に
わ
た
り
、
①
基
本
構
想
等
の
策
定
・
改

訂
、
シ
ス
テ
ム
統
一
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
等
行
政

の
一
体
化
②
行
政
水
準
の
格
差
是
正
と
い
っ
た
経
常

経
費
に
対
し
て
、
普
通
交
付
税
に
よ
る
包
括
的
財
政

措
置
を
講
ず
る
。

九
、
都
道
府
県
の
行
う
合
併
推
進
事
業
に
対
す
る
財

政
措
置

　

都
道
府
県
の
行
う
合
併
の
た
め
の
調
査
研
究
・
機

運
醸
成
な
ど
、
合
併
重
点
地
域
等
へ
の
支
援
に
要
す

る
経
費
に
つ
い
て
、
普
通
交
付
税
措
置
を
講
ず
る
。

◆
求
め
ら
れ
る
地
方
財
政
の
自
立

　

合
併
特
例
債
は
地
方
債
と
同
様
自
治
体
の
借
入
金

だ
が
、
地
方
債
と
違
い
国
が
元
利
払
い
を
補
て
ん
し

て
く
れ
る
。
合
併
特
例
債
は
国
が
決
め
た
枠
内
で
市

町
村
が
起
債
し
、
元
利
払
い
の
七
割
を
地
方
交
付
税

交
付
金
で
補
う
。
こ
の
特
例
債
を
使
え
ば
十
年
間
は

従
来
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
で
き
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
特
例
債
の
メ
リ
ッ
ト
は
十
年
で
あ
る
の

で
そ
の
前
に
自
治
体
は
支
出
を
削
る
手
を
打
た
な
け

れ
ば
財
政
問
題
を
先
送
り
す
る
だ
け
に
な
る
。

　

基
準
財
政
需
要
の
算
定
基
準
で
あ
る
「
ナ
シ
ョ
ナ

ル
ミ
ニ
マ
ム
」す
な
わ
ち
、「
国
民
の
最
低
居
住
水
準
」

を
保
障
す
る
と
い
う
地
方
交
付
税
本
来
の
意
味
を
再

確
認
し
地
元
住
民
の
税
負
担
で
地
方
の
公
共
サ
ー
ビ

ス
が
ま
か
な
え
る
よ
う
に
、
合
併
を
生
か
し
地
方
税

を
充
実
さ
せ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。 

図１　地方交付税の算定方法�

図２　財政措置のイメージ�

基準財政需要額� 基準財政収入額�

測定単位の数値�
×補正係数�
×単位費用�

地方税収一定割合�
（都道府県80％、�
市町村75％）�
＋地方譲与税�

交付税額�

（財源不足額の場合のみ）�

資料：平成13年版経済財政白書（内閣府）�

●合併算定替�
合併年度及びこれに続く10カ年度について合併しなかった場合の普通交
付税を全額保障し、その後５カ年度で増加額を段階的に縮減させる。�

（11年以降は段階的に縮減）�

●市町村合併特例事業�
合併後10カ年度は合併市町村の一体性の速やかな確立等のための公共施
設の建設事業（上下水道・病院事業に係る出資及び補助を含む）及び基
金造成事業に対して所要の財政措置を講じている。�

●市町村合併推進事業�
�市町村事業�
合併重点支援地域において関係市町村が広域的に行う公共施設の整備事
業に対して所要の財政措置を講じている。�

　都道府県事業�
合併重点支援地域において都道府県が行う交通基盤施設の整備事業に対
して所要の財政措置を講じている。�

合 併 算 定 �
替による普
通 交 付 税 �
の 増 加 額 �

0.9
0.7

0.5
0.3

0.1

15年�10年�

地方債95％�

交付税措置�
（元利償還金の70％）�

※上下水道・病院事業に係る出資及び補助は、地方債100％�

地方債90％�

交付税措置�
（元利償還金の50％）�

地方債90％�

交付税措置�
（元利償還金の50％）�

＝�－�
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国
や
県
は
、
市
町
村
合
併
を
行
っ
た
自
治
体
に
対

し
て
様
々
な
財
政
支
援
措
置
を
設
け
て
い
る
が
、
そ

れ
ら
の
金
額
の
算
出
式
を
見
る
と
、
よ
り
多
く
の
自

治
体
が
合
併
す
る
ほ
ど
、
ま
た
よ
り
人
口
規
模
が
大

き
な
合
併
ほ
ど
、
支
援
の
金
額
は
多
く
な
る
。
つ
ま

り
、
国
や
県
は
で
き
る
だ
け
広
域
（
多
市
町
村
）
で

の
合
併
を
推
奨
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

◆
広
域
合
併
の
パ
タ
ー
ン

　

多
少
の
語
弊
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
広
域
合

併
の
パ
タ
ー
ン
は
大
き
く
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。

　

一
つ
は
「
ガ
キ
大
将
型
」
で
、
中
心
と
な
る
都
市

が
周
辺
町
村
を
取
り
こ
む
合
併
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
た
と
え
対
等
合
併
で
あ
っ
て
も
、
中
心

市
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
っ
て
協
議
を
進
め
る
こ

と
が
多
い
。

　

二
つ
目
は
「
運
命
共
同
体
型
」
で
、
比
較
的
人
口

規
模
が
似
通
っ
た
自
治
体
同
士
が
合
併
す
る
パ
タ
ー

ン
で
あ
る
。
こ
れ
は
郡
単
位
で
の
町
村
合
併
が
一
般

的
だ
が
、
市
同
士
の
合
併
も
あ
る
。

　

三
つ
目
は
「
子
連
れ
再
婚
型
」
で
、
二
つ
以
上
の

都
市
が
、
そ
れ
ぞ
れ
生
活
圏
や
広
域
行
政
圏
を
構
成

す
る
周
辺
町
村
と
共
に
合
併
す
る
パ
タ
ー
ン
で
あ

る
。

　

以
下
で
は
、
全
国
で
も
比
較
的
広
域
合
併
の
議
論

が
盛
ん
な
岐
阜
県
（
人
口
二
百
十
一
万
人
、
市
町
村

数
九
十
九
）
を
例
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
タ
ー
ン
の
実

態
を
見
る
こ
と
に
す
る
（
図
１
）。

①「
ガ
キ
大
将
型
」

　

岐
阜
県
西
部
（
西
濃
地
域
）
で
は
、
大
垣
市
（
人

･

口
一
五 
〇
万
人
）
を
中
心
と
し
た
一
市
五
郡
・
二
十

市
町
村
の
合
併
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
合
併
が
実
現

す
れ
ば
、
人
口
三
十
九
万
人
、
面
積
一
、四
三
三
平
方

㌔
㍍
の
自
治
体
が
誕
生
す
る
。
合
併
関
係
市
町
村
数

（
二
十
）
は
お
そ
ら
く
日
本
一
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
合
併
を
画
策
し
た
の
は
、
実
は
民
間
団
体
で

あ
っ
た
。
昨
年
六
月
ご
ろ
か
ら
勉
強
会
や
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
頻
繁
に
開
催
し
、
今
年
三
月
に
は
『
西
濃
市

（
仮
称
）
を
実
現
す
る
会
』
を
設
立
し
た
。
五
月
に

は
、
大
垣
市
長
が
二
十
市
町
村
の
大
合
併
を
目
指
す

発
言
を
し
て
お
り
、
郡
部
の
町
村
長
や
議
長
に
対
し

て
も
賛
同
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

　

ま
た
、
県
北
部
（
飛
騨
地
域
）
で
は
、
高
山
市

･

（
人
口
六 
六
万
人
）
を
中
心
と
し
た
一
市
二
郡
・
十

五
市
町
村
の
合
併
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
今
年
五
月

に
任
意
の
『
飛
騨
地
域
合
併
推
進
協
議
会
』
を
設
置

し
、
年
内
に
は
法
定
合
併
協
議
会
の
設
置
を
目
指
し

て
い
る
。
合
併
が
実
現
す
れ
ば
、
人
口
は
十
三
万
人

で
あ
る
が
、
面
積
は
三
、三
二
八
平
方
㌔
㍍
と
な
り
、

山
形
県
の
庄
内
地
域
（
二
、四
〇
五
平
方
㌔
㍍
）
や
最

上
地
域
（
一
、八
〇
四
平
方
㌔
㍍
）
を
は
る
か
に
し
の

ぐ
、
巨
大
な
自
治
体
が
誕
生
す
る
。

②「
運
命
共
同
体
型
」

　

県
の
中
央
部
（
中
濃
北
部
）
で
は
、 
郡
上 
郡
七
町

ぐ
じ
ょ
う

･

村
（
人
口
四 
九
万
人
、
面
積
一
、〇
三
一
平
方
㌔
㍍
）

が
、
今
年
四
月
に
法
定
合
併
協
議
会
を
設
置
し
た
。

　

郡
上
郡
は
、
消
防
や
介
護
保
険
、
ご
み
・
し
尿
処

理
な
ど
で
広
域
連
合
を
結
成
し
て
お
り
、
生
活
レ
ベ

ル
で
も
行
政
レ
ベ
ル
で
も
す
で
に
一
体
で
あ
っ
た
。

･

一
応
、「
郡
上
踊
り
」
で
有
名
な
八
幡
町
（
人
口
一 

七
万
人
）
が
郡
の
中
心
的
存
在
で
あ
る
が
、
七
町
村

の
人
口
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
ば
ら
つ
き
は
な
く
、
協

議
会
で
は
す
で
に
対
等
合
併
を
決
め
て
い
る
。

　

ま
た
、
県
南
東
部
（
東
濃
西
部
）
で
は
、
多
治
見

市
、 
土  
岐 
市
、 
瑞
浪 
市
を
中
心
と
す
る
三
市
一
郡
・

と 

き 

み
ず
な
み

四
市
町
村
（
人
口
二
十
二
・
一
万
人
、
面
積
三
八
二
平

方
㌔
㍍
）
が
、
今
年
七
月
に
法
定
合
併
協
議
会
を
設

置
し
た
。
同
地
域
の
合
併
論
議
は
も
と
も
と
低
調
で

あ
っ
た
が
、
昨
年
十
二
月
に
住
民
発
議
が
行
わ
れ
た

こ
と
を
機
に
議
論
が
活
発
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

･

　

と
こ
ろ
で
、
三
市
の
人
口
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
〇 
四

･
･

万
人
、
六 
三
万
人
、
四 
二
万
人
で
、
そ
れ
ほ
ど
勢

力
に
差
は
な
い
。
同
地
域
は
、
広
域
行
政
で
の
つ
な

が
り
は
薄
い
が
、「
美
濃
焼
」
と
い
う
陶
磁
器
産
業
の

中
心
地
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
�
陶
都
�
と
し
て

の
運
命
を
共
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。 

山口　泰史

特集　市町村
合併を考える

その ３

広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広
域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域
合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合
併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併
ははははははははははははははははははははははははははははははははは『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『
地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地
方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方
ののののののののののののののののののののののののののののののののの
時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時
代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代
』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』ををををををををををををををををををををををををををををををををを
体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体
現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現
すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす
るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる

―
岐
阜
県
の
動
向
を
踏
ま
え
た
成
功
の
ポ
イ
ン
ト
―
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③「
子
連
れ
再
婚
型
」

　

県
の
東
部
（
東
濃
東
部
）
で
は
、 
恵  
那 
郡
十
一
町

え 

な

村
と
長
野
県
山
口
村
が
、
今
年
一
月
に
中
津
川
（
人

･
･

口
五 
五
万
人
）・
恵
那
（
人
口
三 
六
万
人
）
の
両
市

に
対
し
て
、
二
市
十
二
町
村
で
の
合
併
を
検
討
す
る

よ
う
申
し
入
れ
書
を
提
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
両

市
長
は
、
い
っ
た
ん
は
前
向
き
な
発
言
を
し
た
も
の

の
、
四
月
の
合
併
協
議
合
同
会
議
（
十
四
市
町
村
）

に
お
い
て
、「（
恵
那
郡
北
部
と
南
部
で
は
）
日
常
生

活
圏
が
異
な
る
」「
面
積
的
（
一
、一
八
一
平
方
㌔
㍍
）

に
広
す
ぎ
る
」
と
い
う
理
由
で
合
併
案
を
白
紙
に
戻

し
た
。
現
在
は
、
南
北
に
分
か
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
任
意

の
合
併
協
議
会
を
設
置
し
て
い
る
。　

　

ま
た
、
県
中
東
部
（
可
茂
地
域
）
で
も
、
町
村
部

･

の
要
請
で
、 
可  
児 
市
（
人
口
九 
二
万
人
）
と
美
濃
加

か 

に

･

茂
市（
人
口
五 
〇
万
人
）を
中
心
と
し
た
二
市
二
郡
・

十
一
市
町
村
の
合
併
が
検
討
さ
れ
た
が
、
二
市
の
間

で
話
し
合
い
が
つ
か
ず
、
今
年
五
月
の
研
究
会
（
十

一
市
町
村
）
の
席
上
で
正
式
に
白
紙
撤
回
し
た
。
同

地
域
は
、
消
防
や
ご
み
処
理
な
ど
を
共
同
（
組
合
）

で
行
っ
て
お
り
、
地
域
の
一
体
性
が
強
か
っ
た
が
、

勢
力
が
拮
抗
す
る
二
市
を
含
む
合
併
の
難
し
さ
を
改

め
て
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

　
◆
広
域
合
併
に
は
「
理
念
」
が
必
要

･

　

県
都
・
岐
阜
市
（
人
口
四
〇 
三
万
人
）
は
平
成
八

年
に
中
核
市
に
移
行
し
た
が
、
今
年
二
月
に
初
当
選

し
た
民
間
出
身
の
新
市
長
は
、�
よ
り
強
い
都
市
像
�

と
し
て
政
令
指
定
都
市
を
目
指
す
べ
く
、庁
内
に『
政

令
指
定
都
市
推
進
戦
略
チ
ー
ム
』を
設
置
し（
五
月
）、

市
長
も
自
ら
周
辺
市
町
村
に
行
脚
し
て
ト
ッ
プ
セ
ー

ル
ス
を
行
っ
て
い
る
。
岐
阜
市
が
一
つ
の
目
標
と
考

え
る
三
市
三
郡
（
十
七
市
町
村
）
の
合
併
が
実
現
す

れ
ば
、
人
口
は
約
八
十
万
人
で
昇
格
の
要
件
を
満
た

す
。

　

も
っ
と
も
、
十
七
市
町
村
の
中

に
は
す
で
に
法
定
合
併
協
議
会
が

三
つ
も
設
置
さ
れ
て
お
り
、
ま
た

ど
こ
と
の
合
併
も
望
ま
な
い
市
が

存
在
す
る
な
ど
、
前
途
は
多
難
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
六
月
に

は
岐
阜
商
工
会
議
所
が
『
政
令
指

定
都
市
を
実
現
す
る
会
』
を
立
ち

上
げ
る
な
ど
、
官
民
が
協
力
し
て

広
域
合
併
を
推
進
す
る
気
運
が
高

ま
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
広
域
合
併
の
成

功
の
可
否
は
、
住
民
も
含
め
て
、

各
自
治
体
が
共
通
の
夢
や
目
標
、

ま
た
「
○
○
は
ひ
と
つ
」
と
い
っ

た
理
念
を
持
て
る
か
ど
う
か
に
か

か
っ
て
い
る
。

◆
広
さ
は
障
害
で
は
な
い

　

広
域
合
併
を
議
論
す
る
際
、
必
ず
問
題
に
な
る
の

が
「
広
さ
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
面
積
が
広
す
ぎ
る

と
行
政
の
目
が
行
き
届
か
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
逆
に
、
地
域
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
）

で
で
き
る
こ
と
は
地
域
に
任
せ
る
と
い
う
�
住
民
自

治
の
原
点
�
に
立
ち
返
る
き
っ
か
け
と
な
り
う
る
。

ま
た
、「
中
心
部
か
ら
遠
い
と
周
辺
部
が
さ
び
れ
る
」

と
い
う
懸
念
に
対
し
て
も
、
飛
騨
地
域
の
あ
る
村
長

は
、「
中
心
か
ら
遠
い
方
が
、
役
場
が
大
き
な
支
所
と

し
て
残
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
方
が
村
民
の
た
め

だ
」
と
逆
説
的
に
と
ら
え
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、二
十
世
紀
前
半
を
国
家
主
義
の
時
代
、

後
半
を
経
済
万
能
主
義
の
時
代
と
す
れ
ば
、
二
十
一

世
紀
は
「
個
人
の
幸
せ
を
得
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う

に
地
域
と
国
と
、そ
し
て
世
界
と
係
わ
り
を
も
つ
か
」

を
考
え
る
時
代
だ
と
い
わ
れ
る（
国
際
政
治
学
博
士
・

甲
山
員
司
氏
）。
そ
こ
に
は�
自
分
た
ち
の
住
む
地
域

の
未
来
を
お
役
所
任
せ
に
す
る
の
で
は
な
く
、
住
民

自
ら
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
す
る
こ
と
が
重
要
�
と
い

う
意
味
も
含
ま
れ
る
が
、
ま
さ
し
く
「
地
方
分
権
」

の
根
幹
を
な
す
考
え
方
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

岐
阜
県
で
は
、
県
知
事
自
ら
が
道
州
制
も
視
野
に

入
れ
た
地
方
分
権
の
推
進
に
力
を
入
れ
て
お
り
、
そ

う
し
た
空
気
が
同
県
内
に
お
い
て
広
域
合
併
の
議
論

を
盛
ん
に
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。　
　

　
『
地
方
の
時
代
』
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
が
、
真
の
地

方
分
権
（
住
民
自
治
）
を
達
成
す
る
に
は
地
方
の

「
自
立
」が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、そ
の
た
め
に
は
、あ

る
程
度
の
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
（
人
口
、
面
積
）
を

持
っ
た
自
治
体
を
創
る
こ
と
も
賢
明
な
選
択
と
い
え

よ
う
。 

平成14年７月４日現在�

図１　岐阜県における広域合併の動向
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ピ
ー
タ
ー
・
Ｆ
・
ド
ラ
ッ
カ
ー
は
近
著「
ネ
ク
ス
ト
・

ソ
サ
エ
テ
ィ
」
で
「
今
日
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
た

課
題
は
、
都
市
社
会
に
か
つ
て
一
度
も
存
在
し
た
こ

と
に
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
か
つ
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
は
異
な

り
、
自
由
で
任
意
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
い
な
が
ら
、
都
市
社
会
に
住
む
一
人
ひ
と
り

の
人
間
に
対
し
、
自
己
実
現
し
、
貢
献
し
、
意
味
あ

る
存
在
と
な
り
得
る
機
会
を
与
え
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
沈
没
寸
前
の
日
本

丸
を
救
う
の
は
行
政
で
も
企
業
で
も
な
く
て
、
こ
れ

ま
で
の
社
会
と
は
次
元
を
異
に
す
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

◆
自
治
の
シ
ス
テ
ム
、
質
に
も
課
題

　

共
同
生
活
の
場
の
基
礎
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
し

て
市
町
村
が
あ
る
。
そ
の
市
町
村
が
国
と
地
方
の
財

政
破
綻
を
機
に
今
回
、
合
併
と
い
う
手
法
で
形
態
を

変
え
よ
う
と
し
て
い
る
。合
併
は「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

の
規
模
」
の
改
革
で
あ
る
が
、
政
府
は
同
時
に
地
方

分
権
、
地
方
行
財
政
制
度
改
革
な
ど
「
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
の
シ
ス
テ
ム
」
の
改
革
も
進
行
さ
せ
つ
つ
あ

る
。
そ
し
て
、
ド
ラ
ッ
カ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
質
」の
改
革
も
求
め
ら
れ
て
い

る
。
改
め
て
「
自
治
と
は
何
か
」
を
考
え
ざ
る
を
得

な
い
。

　

自
治
と
は
、
自
分
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
こ

と
を
自
分
た
ち
で
責
任
を
持
っ
て
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す

る
こ
と
で
あ
る
。
ド
ラ
ッ
カ
ー
の
概
念
を
借
り
れ
ば

「
個
人
を
生
か
す
シ
ス
テ
ム
や
質
を
備
え
た
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
」
が
必
要
に
な
る
。
だ
が
、
筆
者
の
偏
っ

た
見
方
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
の
日
本
の
自
治
は
次

ペ
ー
ジ
の
表
の
よ
う
に
極
め
て
ゆ
が
ん
だ
姿
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
も
た
ら
し
て
い
る
原
因
を

取
り
除
か
な
け
れ
ば
真
の
自
治
は
実
現
し
な
い
。

◆
変
化
に
対
応
し
生
産
性
を
上
げ
る
経
営

　

先
進
諸
国
の
自
治
の
ス
タ
イ
ル
は
既
に
、「
統
治

（
ガ
バ
ナ
ン
ス
）」
や
「
管
理
（
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）」
の

段
階
を
脱
し
、「
経
営
（
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）」
に
重
心

を
移
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
で
は
一
部
の

改
革
派
自
治
体
を
除
け
ば
そ
の
気
配
す
ら
な
い
。
自

治
体
に
お
け
る
経
営
と
は
、組
織
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン（
使

命
、
役
割
等
）
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
シ
ス

テ
ム
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
結
果
に
責
任
を
負
う
こ
と

で
あ
り
、
状
況
の
変
化
に
適
切
に
対
応
で
き
る
よ
う

に
シ
ス
テ
ム
を
革
新
す
る
こ
と
で
あ
り
、
納
税
者
や

有
権
者
に
対
し
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
す
る
こ

と
で
あ
る
。
国
か
ら
「
や
れ
」
と
言
わ
れ
て
や
る
改

革
で
は
真
の
自
治
は
実
現
で
き
な
い
。

◆
判
断
材
料
を
持
っ
て
い
な
い
住
民

　

だ
が
、
大
多
数
の
住
民
は
行
政
側
か
ら
合
併
問
題

を
切
り
出
さ
れ
て
も
、
ど
う
考
え
て
よ
い
か
分
か
ら

な
い
よ
う
だ
。
合
併
の
是
非
を
論
じ
る
た
め
に
必
要

な
情
報
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
と
い
う
よ
り
、

与
え
ら
れ
て
い
な
い
、
情
報
開
示
さ
れ
て
い
な
い
と

言
っ
て
よ
い
。
財
政
状
況
で
も
、
年
度
当
初
の
予
算

概
要
が
示
さ
れ
る
程
度
で
、
資
産
と
負
債
の
概
念
が

乏
し
い
公
会
計
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
政
策
と
財
務
の

関
係
が
分
か
ら
な
い
。
事
業
を
行
う
の
に
ど
れ
だ
け

の
コ
ス
ト
が
か
か
っ
て
い
る
の
か
、
事
業
が
ど
ん
な

成
果
を
上
げ
た
の
か
も
分
か
ら
な
い
。
一
般
会
計
以

外
の
事
業
会
計
を
含
め
た
累
積
債
務
が
ど
れ
だ
け
あ

る
か
も
分
か
ら
な
い
。
自
治
体
が
事
実
上
の
破
産
に

陥
る
財
政
再
建
（
準
用
）
団
体
に
な
る
の
は
、
一
般

会
計
と
は
別
枠
の
事
業
会
計
が
破
綻
し
一
般
会
計
か

ら
持
ち
出
し
て
救
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る

ケ
ー
ス
が
多
い
の
に
、
連
結
決
算
し
て
い
な
い
。
ま

た
、
合
併
の
発
端
で
あ
る
国
と
地
方
の
累
積
債
務
が

六
百
九
十
三
兆
円
、
地
方
交
付
税
特
別
会
計
の
累
積

債
務
が
四
十
六
兆
円
（
い
ず
れ
も
財
務
省
の
今
年
度

見
通
し
）
も
の
巨
額
に
な
っ
た
原
因
に
つ
い
て
の
検

証
も
な
い
。
住
民
は
道
路
除
雪
と
か
水
道
料
金
と
か

卑
近
な
材
料
で
合
併
を
考
え
る
以
外
な
い
の
で
あ

る
。

石川　敬義
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◆
抑
制
、
媒
介
、
参
加
の
機
能
の
未
熟
さ

　

自
治
に
不
可
欠
な
機
能
が
三
つ
あ
る
。
国
が
無
理

難
題
を
押
し
付
け
る
の
を
阻
む
抑
制
の
機
能
、
国
と

住
民
と
の
意
志
を
つ
な
ぐ
媒
介
の
機
能
、
住
民
が
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
形
成
に
か
か
わ
る
参
加
の
機
能
の
三

つ
で
あ
る
。
ど
れ
が
欠
け
て
も
自
治
は
機
能
し
な
い

の
だ
が
、
わ
が
国
で
は
ど
れ
も
十
分
に
機
能
し
て
い

な
い
。
ま
た
、
住
民
は
ど
れ
だ
け
負
担
す
れ
ば
ど
れ

だ
け
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
か
も
分
か
っ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
分
か
っ
て
い
れ
ば
自

治
体
の
能
力
に
応
じ
た
形
態
や
シ
ス
テ
ム
や
質
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
で
き
る
。
人
口
百
万
人
の
市
と
三

千
人
の
村
と
が
一
律
に
同
じ
形
態
と
質
と
を
求
め
ら

れ
て
い
る
中
央
集
権
的
な
自
治
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て

い
る
こ
と
自
体
に
無
理
が
あ
る
。

◆
多
様
性
と
重
点
投
資
と
広
域
制
御

　

わ
が
国
の
自
治
体
数
は
三
千
二
百
余
で
あ
る
。
だ

が
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
の
約
二
倍
の
人
口
だ
が
自
治

体
数
は
約
八
万
、
フ
ラ
ン
ス
は
約
半
分
の
人
口
だ
が

自
治
体
数
は
約
六
万
で
あ
り
、
規
模
や
シ
ス
テ
ム
や

質
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
自
治
で
全
国
一
律
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
最
低
限
必
要
な
行
政
サ
ー
ビ

ス
（
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ
ニ
マ
ム
）
で
あ
り
、
そ
れ
以
外

は
身
の
丈
に
応
じ
た
も
の
で
よ
い
。必
要
な
こ
と
は
、

首
長
な
ど
選
挙
で
選
ば
れ

る
人
が
、
ど
ん
な
政
策
を

実
行
す
る
か
を
約
束
し
、

そ
の
結
果
を
報
告
す
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
け

れ
ば
住
民
は
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
の
目
標
も
現
状
も

課
題
も
分
か
ら
ず
、
合
併

の
是
非
も
判
断
で
き
な

い
。
ス
イ
ス
は
州
ご
と
に

異
な
る
直
接
民
主
制
を
採

用
し
て
い
る
国
だ
が
、
直

接
制
の
強
い
州
の
住
民
ほ

ど
幸
福
感
が
大
き
い
と
い

う
。

　

自
治
体
の
形
態
は
気
候

や
地
形
や
歴
史
な
ど
の
影

響
を
受
け
る
が
、
歩
い
て

移
動
す
る
時
代
と
一
家
に

数
台
の
マ
イ
カ
ー
が
あ
る

時
代
と
で
は
適
正
規
模
も

異
な
る
。
そ
し
て
、
社
会
現
象
に
は
ど
ん
な
こ
と
で

も
マ
イ
ナ
ス
面
と
プ
ラ
ス
面
と
が
あ
る
。
合
併
す
れ

ば
、
多
様
性
の
機
能
が
増
す
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
分
野

で
異
な
る
価
値
の
交
流
が
生
じ
社
会
の
質
の
レ
ベ
ル

ア
ッ
プ
が
可
能
に
な
る
。
半
面
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

が
ま
と
ま
り
に
欠
け
た
り
、
帰
属
意
識
の
薄
い
人
が

増
え
た
り
す
る
。
ま
た
、
財
政
の
規
模
が
大
き
く
な

る
の
で
、
重
点
投
資
が
可
能
に
な
る
一
方
、
地
域
の

隅
々
に
サ
ー
ビ
ス
が
行
き
届
き
に
く
く
な
る
。
さ
ら

に
、
制
御
で
き
る
範
囲
が
広
が
る
の
で
、
土
地
利
用

や
景
観
形
成
な
ど
施
策
統
一
効
果
を
発
揮
で
き
る
。

だ
が
、
小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
個
性
が
消
失
す

る
こ
と
も
あ
る
。
い
か
に
マ
イ
ナ
ス
面
を
少
な
く
し

プ
ラ
ス
面
を
大
き
く
す
る
か
が
合
併
の
成
否
の
カ
ギ

を
握
る
。
ま
た
、
国
、
県
、
市
町
村
間
の
垂
直
の
役

割
分
担
も
再
構
築
す
べ
き
だ
。
国
と
県
が
推
進
す
る

合
併
だ
が
、
合
併
の
結
果
に
国
や
県
が
責
任
を
負
う

こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
、
合
併
に
か
か
る
資
金
の
財

源
は
国
も
合
併
市
も
ほ
と
ん
ど
借
金
で
あ
る
。「
合
併

バ
ブ
ル
」に
よ
る
財
政
破
綻
が
起
き
か
ね
な
い
。従
っ

て
、
合
併
の
目
標
を
明
確
に
し
、
事
前
に
リ
ス
ク
を

予
測
し
、
そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
し
な
が
ら
進
む
「
合
併

ア
セ
ス
メ
ン
ト
」
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
地
方
分
権

一
括
法
が
施
行
さ
れ
た
が
、
市
町
村
が
得
た
権
限
は

枝
葉
末
節
ば
か
り
で
、
産
業
や
環
境
な
ど
未
だ
に
包

括
的
、
戦
略
的
に
地
域
経
営
で
き
る
状
況
に
な
い
。

自
分
た
ち
の
裁
量
で
使
え
る
財
源
も
ご
く
わ
ず
か
な

ま
ま
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
は
、
市
町
村
は
少
な
く
と

も
住
民
の
生
活
関
連
、
都
市
や
農
村
の
形
成
、
医
療
・

福
祉
な
ど
の
分
野
の
政
策
形
成
と
実
行
は
一
元
的
に

担
え
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
。
そ
れ
は
ド
ラ
ッ
カ
ー
の

言
う
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
創
造
」
の
扉
を
開
く
以
前

の
段
階
の
課
題
で
あ
る
。
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日本の地方自治の７不思議�

１．首長がどんな政策を約束したか住民が覚えていない�アカウタ　�
ビリティー�

２．行政が策定した基本計画の内容を住民が知らない�参　加�

３．収めた税金がどう使われているか住民が気にしない�バリュー・�
フォー・マネー�

４．自治体の資産と負債の実態を知っている住民がいない�情報公開�

５．税収全体の何割を地方で使っているか住民は知らない�中央集権�

６．国から要請された事業を自治体が断った話を聞かない�地方自治�

７．このような自治の在り方に疑問を持つ住民がいない�民主主義�


